ケアハウス　シェ・モア　
特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）重要事項説明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年　4月　1日
 (
当施設は介護保険事業の指定を受けています。
（兵庫県指定番号　
２８７５２０２８０２
）
)




当施設は利用者に対し特定施設入居者生活介護（介護予防特定入居者生活介護）を提供します。
施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

1． 施設経営法人
(1) 法人名　　　　　　　　　　社会福祉法人　菜の花会
(2) 法人住所　　　　　　　　　神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天５５６－６
(3) 電話番号及びＦＡＸ番号　　TEL　　（０７８）－９７５－６５１７
FAX　　（０７８）－９７５－６５２１
(4) 代表者氏名　　　　　　　　理事長　白井　由理
(5) 設立年月日　　　　　　　　平成19年　10月　26日

2． 事業所の概要
(1) 建物の構造　　　　　　　　１階～４階　鉄骨造
(2) 建物の延床面積　　　　　　１４０５，６０㎡

3． 事業所の説明
(1) 施設の名称　　　　　　　　ケアハウス　シェ・モア

　　(2) 開設年月　　　　          平成２０年１２月１５日

　　(3) 施設の所在地　　　　　　　神戸市西区伊川谷町有瀬５５６－６
TEL　　（０７８）－９７５－６５１７
　　　　　　　　　　　　　　　FAX　　（０７８）－９７５－６５２１
◆公共交通機関
◎ＪＲ明石駅　　　　→神姫バスで１５分　→バス神戸学院大学口より徒歩５分
◎市営地下鉄伊川谷駅→神戸市バスで１０分→バス神戸学院大学口より徒歩５分
◆自動車
◎第二神明大蔵谷　ＩＣより２分
◎第二神明北線長坂ＩＣより５分

　　(4) 施設長（管理者）氏名　　　白井　俊二

(5) 入居定員　　　　３３人

(6) 当事業の目的
事業所の介護員等が、要介護状態（介護予防特定施設入居者生活介護にあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、適正な指定特定施設入居者生活介護サービス（指定介護予防特定施設入居者生活介護サービス）を提供することを目的とする。

(7) 当事業の運営方針
当事業所の職員は、特定施設サービス計画に基づき、利用者が当施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行う。
4． 施設利用対象者
(1) 特定施設入居者生活介護（介護予防特定入居者生活介護）を受けることができるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)と認定された方が対象となります。

(2) 入所契約の締結前に、主治医から感染症等に関する健康診断を受け、その診断書の提出をお願いいたします。利用者は、これにご協力下さるようお願いいたします。

5． 契約締結からサービス提供までの流れ
利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については入所後作成する
　「特定施設サービス計画（介護予防特定施設サービス計画）」で定めます。
　「特定施設サービス計画（介護予防特定施設サービス計画）」の作成及びその変更は次の通り行います。

 (
①当施設の計画作成担当者（ケアマネージャー）が特定施設サービス計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。
)


 (
②その担当者は特定施設サービス計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
)



 (
③
特定施設サービス計画は、
3
か月に１回
、もしくは
利用者及びその家族等の要請に応じて
、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、利用
者及びその家族等と協議して、特定施設サービス計画を変更します。
)





 (
④特定施設サービス計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。
)




6． 居室等の概要
当施設では以下の居室・設備をご用意しています。
１．居室　　　個室：２７室、二人部屋：３室
　　（個室：18.00㎡　　二人部屋：30.39㎡）
２．居間・食堂（48.00㎡）
３．娯楽室・地域交流室（50.49㎡）
４．洗濯コーナー
５．浴室（一般浴槽、特殊浴槽）
☆居室の変更：利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。
その際には、利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。

7． 職員の体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　24年4月1日　現在）
	
	常　勤
	非常勤
	夜　間
	業務内容

	・管理者
	1
	
	
	サービス実施における総合的な指揮、監督

	・看護職員
	1
	2
	
	利用者の診療の補助及び看護、保健衛生管理

	・機能訓練指導員
	1
	2
	
	介護予防訓練の指導

	・介護職員
	（6）
	（6）
	2
	利用者の日常生活の介護、援助

	・生活相談員
	1
	
	
	相談・市町村との連携・ボランティアの指導

	・計画作成担当者
	1
	
	
	特定施設サービス計画作成

	・事務職員
	1
	1
	
	経理・総務


8． 職員の勤務体制（原則的には下記の時間帯で勤務します）
	従業員の種類
	勤務体制

	・管理者
	・（日勤）　９：００～１７：３０

	・看護職員
	・（日勤）　９：００～１７：３０

	・機能訓練指導員
	・（看護職員と兼務）

	・介護職員
	・（早出）　７：００～１５：３０
・（日勤）　９：００～１７：３０
・（遅出）１０：３０～１９：００
・（夜勤）１６：３０～　９：３０

	・生活相談員
	・（日勤）　９：００～１７：３０

	・計画作成担当者
	・（生活相談員と兼務）

	・事務職員
	・（日勤）　９：００～１７：３０



9． 営業日
　　　当施設の営業日は、３６５日とします。

１０．サービスの概要
　①特定施設サービス（介護予防特定施設サービス）計画の立案
②食事提供の管理
・　当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮した
食事を提供します。
・　以下の時間内において、食事を提供します。また、食事時間終了後1時間まで延食を可能とします。
朝食：８：００～９：００　昼食：１２：００～１３：００　夕食：１８：００～１９：００
・　利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。ただし、体調不良時など特別な理由がある場合には、居室内に配膳します。
③栄養状態の管理
④リハビリテーション
　・　看護師指導による心身の機能の減退防止のための訓練を行います。
⑤入浴
・　入浴又は清拭を１人週3回提供します。
・　リフト浴槽がありますが、関節拘縮の高度な方には適していません。
⑥介護
　・　日常生活上の支援を行います。
⑦レクリエーション
・　利用者の生活面での指導、援助を行います。
・　各種レクリエーションを行います。
⑧健康管理
・ 看護師が検温・血圧測定・排泄状態の把握・食欲、活気、生活を観察し全身状態の把握を行います。
・ 上記を記録し、保管します。
・ 体調の変化が見られる時、必要に応じ医療機関と連携します。
⑨相談及び援助
・　利用者とその家族からのご相談に応じます。
⑩その他自立への支援
・　介護予防に努め、活気ある生活ができるよう支援します。
・　清潔で快適な生活が送れるよう援助します。
⑪サービス利用中の医療提供
・　当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
協力医療機関
・名　称　　医療法人　　八十嶋病院　（内科）
・住　所　　神戸市須磨区飛松町５丁目２－１
協力歯科医療機関
・名　称　　八十嶋病院附属歯科診療所　（歯科）
・住　所　　神戸市須磨区飛松町４丁目１１－３　サンパレス２１須磨Ⅱ

１１．利用料の額
(1)施設利用料（月額）
	
	介護保険　　自己負担額
	生活費
	サービスの提供に要する費用
	居住に要する費用
	手厚い　　介護費
	合計

	自立
	0 
	44,810 
	74,900 
	27,600 
	0 
	147,310

	要支援１
	6,145
	44,810 
	40,700 
	27,600 
	57,400 
	176,655 

	要支援２
	14,202 
	
	
	
	
	184,712

	要介護１
	17,556 
	
	
	
	
	188,066

	要介護２
	19,688
	
	
	
	
	190,198

	要介護３
	21,688
	
	
	
	
	192,455 

	要介護４
	24,077 
	
	
	
	
	194,587 

	要介護５
	26,272
	
	
	
	
	196,782 













※上記表の介護保険自己負担額は、１ヶ月を30日とした場合の計算です。医療機関連携加算と
介護職員処遇改善加算は含まれておりません。

1 生活費　：　提供する食事の費用と共用部分の光熱水費
②　サービスの提供に要する費用　：　施設の運営・維持などのための費用
（※所得に応じて減額されます。詳しくは事務所にてご相談ください。）
③　居住に要する費用　：　家賃にあたる費用
　　　　　　　（居住に要する費用の一括払い、及び一括併用払いもできます。詳しくは事務所に
てご相談ください。）
　　　　　　④　手厚い介護費　：　介護・看護人材を法定の配置基準より多くする為の費用
　　　　　　⑤　その他、必要費用
　　　　　　　　　　☆　医療機関連携加算　月額84円（看護師による主治医等への情報提供を行った場合）
　　　　　　　　　　☆　介護職員処遇改善加算　介護保険自己負担額に対して約3％加算
　　　　　　　　　　☆　冬季採暖費　月額2,070円（11月～3月の期間）　　　　　
☆　入居時に別途、保証金３０万円をお預かりさせて頂きます。
☆　入居者個人が使用する以下のようなものは実費となります。
クラブ費、個室光熱水費、個室使用電話料金、オムツ代、
　　週4回以上の入浴、通院介助、週2回以上のリネン交換、理美容
　　買物代行、入所後2回目以上の定期健康診断、クリーニング代、タオル代 
　　（別表　有料サービスの一覧）
(2)利用料のお支払い方法
· お客様の口座からの自動引き落とし

１２．利用者からの契約の解除
(1) 利用者は、いつでもこの契約の解除を申し入れることができる。
この場合には、14日以上の予告期間をもって事業所の定める契約解除届を事業所に提出するものとし、その契約解除届に記載された契約解除日をもってこの契約は解除されるものとする。解除日の指定がなかったときは、その届の提出された日の翌日から14日を経過した日に、この契約は解除されるものとする。
(2) 利用者は次の事由に該当した場合には、直ちにこの契約を解除することができる。
①事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業所が、守秘義務に違反した場合
③事業所が、破産等の事情により、事業を継続見通しが困難になった場合
④その他関連法令及びこの契約等に定める事項に著しく違反した場合




１３．事業所からの契約の解除
事業所は、利用者が以下の事項に該当する行為を行なった場合には、本契約を解除することができます。
①利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②入居可能日までに、保証金を払われなかった場合。
③利用者が居住に要する費用その他、支払うべき費用を３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも拘らずこれが支払われない場合。
④利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者などの生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事態を生じさせた場合。
⑤利用者の行動が他の入居者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、又は、契約者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事態が生じた場合。
⑥利用者が連続して３ヶ月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、若しくは入院して３ヶ月を越えた場合。
⑦利用者が他の施設入所サービス事業所に入所した場合。
⑧利用者の身体状況が施設の看護能力を超えた場合。
⑨その他この契約に違反した場合。

１４．事故発生の防止及び発生時の対応について
(1) 当施設は、安全かつ適切、質の高いサービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を行う。
　(2) 専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

１５．苦情対応の受付について
(1) 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合事業所は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとする。
(2) なお、苦情申立窓口は、事業所の事務所内に窓口を常設することする。備えつけの「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。

	ケアハウス　シェ・モア事務所内　苦情申立窓口
担当：管理者 白井俊二、生活相談員兼計画作成担当者 東和田孝章
	電話番号（０７８）－９７５－６５１７
受付時間　９：００～１７：３０　月～金



(3) 行政機関その他苦情受付機関

	○国民健康保険団体連合会
 介護サービス苦情相談窓口
	所在地　　神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801号
電話番号（０７８）－３３２－５６１７
ＦＡＸ　（０７８）－３３２－５６５０
受付時間　８：４５～１７：１５　月～金

	○神戸市役所介護保険課
	所在地　　神戸市中央区加納町６－５－１
電話番号（０７８）－３２２－６２２８
受付時間　９：００～１７：００　月～金



１６．緊急時の対応方法（連絡体制）
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族等へ連絡をいたします。



１７．サービス提供における事業の業務
当施設は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

①利用者の生命、身体、財産の安全に配慮します。

②非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、利用者に対して、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

③利用者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保存するとともに、利用者の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。

④利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。
ただし、利用者または他利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録に記載するなどして、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。

⑤事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）
ただし、利用者に医療上の必要がある場合には、医療機関等に利用者の心身等情報を提供します。また、利用者の援助を行う際に情報提供を必要とする場合には利用者の同意を得ておこないます。

１８．秘密の保持及び個人情報の保護
当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
1 サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
2 居宅介護支援事業所等との連携
3 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
4 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
5 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等）
２　前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。

１９．当事業所利用の留意事項
・　施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。
・　面会は１０時から２０時まで。
・　事務所は９時から１７時３０分まで。
・　消灯時間は、２１時。
・　外出・外泊は、必ず届けて下さい。
・　喫煙は、喫煙所でのみ可。
・　火気の取扱いは不可。
・　設備・備品の利用は職員の管理の下、利用する。
・　金銭・貴重品の管理は、原則として、利用者または保証人が行う。
・　外泊時等の施設外での受診は、ご相談ください。
· ペットの持ち込みは、不可。
· 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
その他、他の利用者のご迷惑となることは、ご遠慮下さい。
	
２０．損害賠償について
特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）の提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は、利用者に対して協議の上、損害を賠償するものとします。
利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び保証人は連帯して、当事業所に対して協議の上、その責任を賠償するものとします。
平成　　年　　月　　日

当施設での特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）の提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業所
所在地　神戸市西区伊川谷町有瀬５５６－６
名　称　ケアハウス　シェ・モア
　　　　　　　　　　　　説明者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

私達は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）の提供開始に同意しました。
　　
利用者
　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
保証人
　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　）

私は、利用者が事業者から重要事項の説明を受け、指定特定施設入居者生活介護（介護予防特定施設入居者生活介護）の提供開始に同意したことを確認しましたので、私が、利用者に代わって署名を代行いたします。
　　
署名代行者
　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　（利用者との続柄　　　　　　　）

署名代行の理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※　本重要事項説明書と同時に「契約書」にも署名・押印し、それをもって契約開始となる
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